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令和元年度指定居宅介護支援事業所集団指導 

令和元年 10月８日（火） 

午後２時 00分～ 
資料２ 

 

 
案件② 

第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉

計画策定のための高齢者基礎調査について 
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２  第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定のための高齢者 

基礎調査について 

 

１．調査の目的 

令和３年度から令和５年度までを計画期間とする、老人福祉法第 20 条の８及び介護保険法

第 117 条の規定に基づく市町村老人福祉計画及び市町村介護保険事業計画（第８期南部町

介護保険事業計画・高齢者福祉計画）を策定するための基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２．調査の概要 

調査名 手法 対象 標本数 時期（予定） 

介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査 ※国指定 

郵送 

（委託） 

要支援者、総合事業対象

者及び一般高齢者 
1,500人 

令和元年 11月 

～12月 

在宅介護実態調査 
郵送 

（委託） 

在宅で要支援・要介護認

定者 
300人 

令和元年 11月 

～12月 

介護保険サービス提供

事業者調査 

郵送 

（町） 

町内で介護予防・居宅介

護サービス、施設サービス

を提供している全事業所 

77事業所 
令和 2年２月 

（予定） 

介護支援専門員（ケア

マネジャー）調査 

郵送 

（町） 

町内の居宅介護支援事

業所に在籍する全介護支

援専門員 

22人 
令和 2年２月 

（予定） 

 

３．その他（今後に向けての国からの連絡） 

（１）第８期に向けて重点的に取り組むべき事項については、今後、介護保険部会において議論して

いく中で決定する。部会の進捗状況については、随時情報提供する。 

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査については、一般介護予防事業等の推進方策に関する

検討会において調査項目の追加等があり得ることから、調査の開始時期及び実施の手引きについ

て秋頃を目途に別途お示しする。 
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＜参考＞ 第８期介護保険事業計画に向けた各種調査等に関する説明会 資料より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


